
第
4
回
定
例
会

本

会

議

総
務
文
教
常
任
委
員
会

◆
狛
江
市
職
員
の
給
料
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

平
成
30
年
東
京
都
人
事
委
員
会
勧

告
に
基
づ
き
、
勤
勉
手
当
の
支
給
月

数
の
引
き
上
げ
等
を
行
う
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
平
成
30
年
度
狛
江
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）

【
提
案
理
由
】

一
般
会
計
予
算
を
補
正
す
る
必
要

が
生
じ
た
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
体
育
館
に
空
調
設
備
を
設
置
す
る

こ
と
と
し
た
背
景
や
経
緯
及
び
今

後
の
工
程
は
。

・
具
体
的
に
工
事
に
な
っ
て
い
く
の

は
い
つ
な
の
か
。

・
平
成
31
年
度
以
降
の
補
助
率
の
見

込
み
は
。

・
３
校
の
体
育
館
に
エ
ア
コ
ン
が
設

置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
残
り

７
校
へ
の
設
置
は
今
後
ど
う
な
っ

て
い
く
の
か
。

・
災
害
時
の
稼
働
も
想
定
し
た
、
独

自
電
源
の
設
置
は
検
討
に
含
ま
れ

る
の
か
。

・
市
の
南
側
の
新
し
い
市
民
農
園
に

つ
い
て
、
い
つ
完
成
し
、
ど
の
よ

う
に
告
知
さ
れ
て
い
く
の
か
。

・
樹
木
剪
定
委
託
料
の
中
身
に
つ
い

て
、
倒
れ
た
枝
の
片
づ
け
等
や
定

期
的
な
管
理
も
含
ま
れ
る
の
か
。

・
今
後
も
異
常
気
象
が
起
こ
り
う
る

本
会
議
か
ら

こ
と
を
含
め
、
樹
木
剪
定
は
ど
の

よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
。

・
こ
ま
え
苑
以
外
の
特
養
で
も
看
取

り
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

・
税
総
合
シ
ス
テ
ム
の
改
修
内
容
は
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
選
任
に
つ
き
同
意
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て（
秋
谷
隆
一
郎
氏
）

【
提
案
理
由
】

地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第

２
２
６
号
）
第
４
２
３
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
議
会
の
同
意
を
求
め
る

た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
同
意

こまえ市議会だよりNo.212平成31年（2019年）2月15日［２］

平成30年度狛江市一般会計補正予算（第5号）の主な内容（歳出）

210万6千円一般事務費徴 税 費総 務 費

450万円特別養護老人ホーム等
看取り対応改修費補助社会福祉費

民 生 費

△2,041万5千円新設保育園整備事業児童福祉費

550万8千円市民農園関係費農 業 費農 業 費

500万円都市公園維持管理費都市計画費土 木 費

1,750万円学校維持管理費小 学 校 費

教 育 費

1,750万円学校維持管理費中 学 校 費

◆
狛
江
市
職
員
の
公
益
的
法
人
等
へ

の
派
遣
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

職
員
の
派
遣
先
の
公
益
的
法
人
等

と
し
て
、
一
般
財
団
法
人
地
域
創
造

を
加
え
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

狛
江
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

（
平
成
27
年
条
例
第

27

32
号
）
第

27

32

10
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者

に
狛
江
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
３
年
間
の
総
括
は
ど
の
よ
う
に
ま

と
め
た
の
か
。

・
次
の
５
年
間
は
ど
の
よ
う
な
機
能

を
果
た
し
て
い
く
の
か
。

・
「
こ
ま
え
く
ぼ
1
2
3
4
」
利
用

者
の
目
標
人
数
は
何
名
で
、
１
年

目
と
２
年
目
の
実
績
は
何
名
か
。

・
定
量
的
な
指
標
を
設
定
し
て
、
そ

の
達
成
度
合
い
に
つ
い
て
、
５
年

間
の
進
捗
を
追
う
べ
き
で
は
。

・
人
を
雇
う
と
き
に
な
ぜ
市
役
所
経

験
者
を
雇
う
の
か
。

・
今
後
の
５
年
間
に
向
け
て
具
体
的

な
話
し
合
い
は
行
わ
れ
た
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
体
育
施
設
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

狛
江
市
体
育
施
設
条
例
（
昭
和
58

年
条
例
第
６
号
）
第
12
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
狛
江
市

体
育
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
な
ぜ「
元
和
泉
市
民
運
動
ひ
ろ
ば
」

が
教
育
部
の
所
管
に
移
行
し
た
の

か
。

・
元
和
泉
市
民
運
動
ひ
ろ
ば
に
関
す

る
指
定
管
理
の
事
業
内
容
、
事
業

計
画
は
。

・
安
全
確
認
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
行
う
の
か
。
ま
た
見
守

り
は
行
う
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
立
児
童
館
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

【
提
案
理
由
】

狛
江
市
立
北
部
児
童
館
を
新
設
す

る
こ
と
に
伴
い
、
同
児
童
館
を
加
え

る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
者

負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

未
婚
の
ひ
と
り
親
及
び
市
区
町
村

民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
指
定
都

市
に
住
所
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
の

市
区
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額
の
算

定
方
法
を
改
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
放
課
後
ク
ラ
ブ
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

平
成
31
年
２
月
１
日
に
移
設
す
る

第
五
小
学
校
放
課
後
ク
ラ
ブ
に
つ
い

て
、
児
童
福
祉
法
第
34
条
の
８
第
１

項
及
び
地
方
自
治
法
第
２
４
４
条
の

２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狛
江

市
放
課
後
ク
ラ
ブ
の
設
置
及
び
管
理

に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た

め
。

【
主
な
質
疑
】

・
条
例
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
学
区

外
の
子
供
の
受
け
入
れ
は
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
民
ホ
ー
ル
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

狛
江
市
民
ホ
ー
ル
条
例
（
平
成
７

年
条
例
第
15
号
）
第

15

15
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
狛
江
市

民
ホ
ー
ル
の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆（
仮
称
）北
部
児
童
館
の
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

狛
江
市
立
児
童
館
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
48
年
条
例

第
３
号
）
第
14
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
管
理
者
に
（
仮
称
）
北
部

児
童
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
立
岩
戸
児
童
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

狛
江
市
立
児
童
館
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
48
年
条
例

第
３
号
）
第
14
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
管
理
者
に
狛
江
市
立
岩
戸

児
童
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ
せ
る

た
め
。

【
主
な
質
疑
】

◆
狛
江
市
立
児
童
遊
園
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

狛
江
市
立
東
和
泉
も
み
じ
広
場
を

社
会
常
任
委
員
会

・
な
ぜ
所
管
が
教
育
委
員
会
に
移
行

し
た
の
か
。

・
運
動
広
場
に
関
す
る
指
定
管
理
の

事
業
の
中
身
、
事
業
内
容
、
事
業

計
画
は
。

・
安
全
確
認
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
行
う
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

第
４
回
定
例
会
で
は
１
件
の
陳
情

が
提
出
さ
れ
、
採
択
し
ま
し
た
。

【
要
旨
】

聴
覚
障
害
者
が
市
議
会
を
傍
聴
す

る
場
合
、
請
求
が
あ
れ
ば
議
会
の
責

任
で
手
話
通
訳
や
要
約
筆
記
を
付
け

て
く
だ
さ
い
。

【
理
由
】

狛
江
市
で
は
、
聴
覚
障
害
関
係
の

６
つ
の
団
体
が
６
団
体
連
絡
会
を
構

成
し
、
聴
覚
障
害
者
の
社
会
参
加
を

促
進
す
る
た
め
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

聴
覚
障
害
者
も
、
一
般
市
民
と
同

様
に
狛
江
市
の
市
政
に
参
加
し
、
市

議
会
の
審
議
内
容
を
知
る
権
利
を

も
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
聴
覚

障
害
者
は
音
声
だ
け
で
は
内
容
を
聞

き
取
る
こ
と
が
困
難
で
、
手
話
通
訳
、

要
約
筆
記
（
文
字
通
訳
）
に
よ
る
情

報
保
障
が
必
要
で
す
。
聴
覚
障
害
者

の
請
求
に
応
じ
て
、
議
会
の
責
任
で

情
報
保
障
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
全
文
は
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又

は
市
議
会
事
務
局
で
閲
覧
で
き
ま

す
。） 採

択
さ
れ
た
陳
情

建
設
環
境
常
任
委
員
会

設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
同
児
童
遊

園
を
加
え
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

２
月
４
日
付
で
会
派
が
結
成
さ
れ
ま
し
た

【
生
活
者
ネ
ッ
ト
・
市
民
と
議
会
社
民
党
】

幹
事
長

市

原

広

子

山

本

暁

子

狛
江
市
議
会
傍
聴
の
際

の
情
報
保
障
に
関
す
る

陳
情

市
民
の
皆
さ
ん
が
、
市
政
に
つ
い

て
意
見
や
要
望
が
あ
る
場
合
、
請
願

や
陳
情
を
提
出
し
て
市
政
に
反
映
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

請
願
・
陳
情
は
、
ど
な
た
で
も
提

出
で
き
、
内
容
も
市
の
全
て
の
事
務

と
公
益
事
項
が
対
象
で
す
。

僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮


